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▼
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条

例
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設

に
伴
い
、
当
該
制
度
の
実
施
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

〔
規
定
す
る
主
な
事
項
〕

a

区
に
お
い
て
行
う
事
務

s

普
通
徴
収
に
係
る
保
険
料

の
納
期
限

施
行
期
日
　
平
成
20
年
４
月
１
日

▼
職
員
定
数
条
例

行
財
政
の
見
直
し
に
伴
い
、
職

員
の
定
数
上
の
措
置
を
行
う
。

〔
現
　
行
〕
２
千
641
人

〔
改
正
後
〕
２
千
606
人

（
平
成
21
年
３
月
31
日
ま
で
は
、

30
人
を
限
度
と
し
て
定
数
外
と
す

る
。）

施
行
期
日
　
平
成
20
年
４
月
１
日

▼
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休

暇
等
に
関
す
る
条
例

育
児
短
時
間
勤
務
制
度
の
導
入

に
伴
い
、
対
象
と
な
る
職
員
の
勤

務
時
間
の
割
振
り
、
年
次
有
給
休

暇
の
付
与
日
数
等
を
定
め
る
。

施
行
期
日
　
平
成
20
年
４
月
１
日

▼
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

条
例地

方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
法
律
の
改
正
に
伴
い
、
勤

務
時
間
を
週
20
時
間
、
24
時
間
ま

た
は
25
時
間
と
す
る
育
児
短
時
間

勤
務
制
度
を
新
た
に
導
入
す
る
こ

と
か
ら
、
対
象
と
な
る
職
員
そ
の

他
の
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

施
行
期
日
　
平
成
20
年
４
月
１
日

▼
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

育
児
短
時
間
勤
務
制
度
の
導
入

に
伴
い
、
対
象
と
な
る
職
員
の
給

料
月
額
等
を
定
め
る
ほ
か
、
特
別

区
人
事
委
員
会
勧
告
に
基
づ
き
、

行
政
職
給
料
表
（
一
）
８
級
お
よ

び
医
療
職
給
料
表
（
一
）
３
級
の

適
用
を
受
け
る
職
員
の
給
料
月
額

を
改
め
る
。

施
行
期
日
　
平
成
20
年
４
月
１
日

▼
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条

例
育
児
短
時
間
勤
務
制
度
の
導
入

に
伴
い
、
職
員
が
育
児
短
時
間
勤

務
を
し
た
期
間
に
お
け
る
退
職
手

当
の
算
定
方
法
を
定
め
る
。

施
行
期
日
　
平
成
20
年
４
月
１
日

▼
国
民
健
康
保
険
条
例

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設

に
伴
い
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

賦
課
額
の
保
険
料
率
を
定
め
る
ほ

か
、
基
礎
賦
課
額
お
よ
び
介
護
納

付
金
賦
課
額
の
保
険
料
率
を
改
め

る
。a

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
の
保
険
料
率
の
新
設

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額

所
得
割
　
　
100
分
の
27

均
等
割
　
　
８
千
100
円

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
限

度
額
　
　
　
　
　
　
　
12
万
円

s

基
礎
賦
課
額
お
よ
び
介
護

納
付
金
賦
課
額
の
保
険
料
率

の
改
定

〔
改
正
前
〕

基
礎
賦
課
額

所
得
割
　
　
100
分
の
124

均
等
割
３
万
５
千
100
円

基
礎
賦
課
限
度
額
　
　
53
万
円

介
護
納
付
金
賦
課
額

所
得
割
　
　
100
分
の
24

均
等
割
　
１
万
２
千
円

〔
改
正
後
〕

基
礎
賦
課
額

所
得
割
　
　
100
分
の
90

均
等
割
２
万
８
千
800
円

基
礎
賦
課
限
度
額
　
　
47
万
円

介
護
納
付
金
賦
課
額

所
得
割
　
　
100
分
の
18

均
等
割
１
万
１
千
100
円

施
行
期
日
　
平
成
20
年
４
月
１
日

▼
保
育
の
実
施
等
に
関
す
る
条
例

保
育
料
の
階
層
区
分
を
見
直
す

と
と
も
に
、
第
２
子
以
降
の
児
童

に
係
る
保
育
料
を
軽
減
す
る
「
多

子
軽
減
制
度
」
を
拡
充
す
る
。

そ
の
他
　
付
則
に
お
い
て
、
区
立

保
育
所
に
お
け
る
延
長
夜
間
保
育

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
。

施
行
期
日
　
平
成
20
年
４
月
１
日

▼
介
護
保
険
制
度
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

税
制
改
正
に
伴
い
平
成
18
年
度

お
よ
び
平
成
19
年
度
の
保
険
料
率

が
上
昇
す
る
者
に
対
し
て
定
め
た

保
険
料
率
の
特
例
措
置
を
、
平
成

20
年
度
に
お
い
て
も
継
続
す
る
。

施
行
期
日
　
平
成
20
年
４
月
１
日

▼
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条

例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
、
老
人
保

健
法
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

同
法
を
引
用
す
る
条
例
の
規
定
を

整
備
す
る
。

〔
改
正
す
る
条
例
〕

a

高
額
療
養
費
等
支
払
費
用

貸
付
条
例

s

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療

費
の
助
成
に
関
す
る
条
例

施
行
期
日
　
平
成
20
年
４
月
１
日

▼
廃
棄
物
の
処
理
お
よ
び
再
利
用

に
関
す
る
条
例

古
紙
そ
の
他
の
資
源
物
の
不
当

な
持
ち
去
り
を
禁
止
す
る
た
め
、

必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

〔
規
定
す
る
事
項
〕

a

命
令

・
不
当
な
持
ち
去
り
行
為
を

行
う
者
に
対
す
る
当
該
行
為

の
禁
止
お
よ
び
原
状
回
復
命

令・
不
当
に
持
ち
去
ら
れ
た
資

源
物
を
譲
り
受
け
た
者
に
対

す
る
原
状
回
復
命
令

s

罰
則
規
定

・
命
令
に
従
わ
な
い
者
に
対

す
る
過
料
処
分

・
法
人
に
対
す
る
両
罰
規
定

施
行
期
日
　
平
成
20
年
７
月
１
日

▼
手
数
料
条
例

受
益
者
負
担
の
適
正
化
を
図
る

た
め
、
手
数
料
の
新
設
お
よ
び
手

数
料
の
額
の
改
定
を
行
う
。

a

国
、
都
道
府
県
等
を
建
築

主
と
す
る
建
築
物
の
計
画
通

知
の
審
査
等
に
係
る
事
務
に

つ
い
て
、
建
築
確
認
申
請
に

対
す
る
審
査
等
と
同
額
の
手

数
料
を
定
め
る
。

s

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開

発
行
為
の
許
可
の
申
請
等
に

係
る
手
数
料
の
額
を
改
定
す

る
。

〔
開
発
行
為
の
許
可
の
申
請
に
係

る
手
数
料
の
額
〕

主
と
し
て
自
己
の
居
住
の
用
に

供
す
る
住
宅
の
建
築
の
た
め
の
開

発
行
為
に
お
い
て
は
開
発
区
域
の

面
積
に
応
じ
、

〔
現
　
行
〕

０
・
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満

１
万
２
千
円

０
・
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上

０
・
３
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満

３
万
３
千
円

〔
改
正
後
〕

０
・
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満

１
万
３
千
円

０
・
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上

０
・
３
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満

３
万
４
千
円

な
ど

施
行
期
日
　
平
成
20
年
４
月
１
日

▼
幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

育
児
短
時
間
勤
務
制
度
の
導
入

に
伴
い
、
対
象
と
な
る
幼
稚
園
教

育
職
員
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
、

年
次
有
給
休
暇
の
付
与
日
数
等
を

定
め
る
。

施
行
期
日
　
平
成
20
年
４
月
１
日

▼
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例

育
児
短
時
間
勤
務
制
度
の
導
入

に
伴
い
、
対
象
と
な
る
幼
稚
園
教

育
職
員
の
給
料
月
額
を
定
め
る
。

施
行
期
日
　
平
成
20
年
４
月
１
日

▼
品
川
区
保
健
所
の
使
用
料
等
に

関
す
る
条
例

使
用
料
の
算
定
根
拠
と
な
る
厚

生
労
働
省
の
告
示
が
改
め
ら
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
。

施
行
期
日
　
平
成
20
年
４
月
１
日

▼
小
関
橋
架
替
整
備
工
事
委
託
契

約
の
変
更
に
つ
い
て

a

契
約
金
額
の
変
更
に
つ
い

て

〔
変
更
前
〕13

億
３
千
196
万
７
千
円

〔
変
更
後
〕17

億
９
千
537
万
４
千
円

s

支
出
科
目
等
の
変
更
に
つ

い
て
　

〔
変
更
前
〕

支
出
科
目
等

平
成
17
年
度
　
一
般
会
計

土
木
費
　
　
　
都
市
計
画
費
　

都
市
開
発
費
　
委
託
料

平
成
18
年
度
　
債
務
負
担
行
為

平
成
19
年
度
　
債
務
負
担
行
為

平
成
20
年
度
　
債
務
負
担
行
為

〔
変
更
後
〕

支
出
科
目
等

平
成
17
年
度
　
一
般
会
計

土
木
費
　
　
　
都
市
計
画
費

都
市
開
発
費
　
委
託
料

平
成
18
年
度
　
債
務
負
担
行
為

平
成
19
年
度
　
債
務
負
担
行
為

平
成
20
年
度
　
債
務
負
担
行
為

平
成
21
年
度
　
債
務
負
担
行
為

▼
平
成
19
年
度
品
川
区
一
般
会
計

補
正
予
算

a

歳
入
歳
出
予
算
補
正
額

27
億
５
千
432
万
５
千
円
減
額

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
額

１
千
324
億
３
千
356
万
１
千
円
）

s

繰
越
明
許
費
　
　
　
　
２
件

d

債
務
負
担
行
為
補
正
件
数

追
加
10
件

廃
止
１
件

変
更
６
件

▼
平
成
19
年
度
品
川
区
国
民
健
康

保
険
事
業
会
計
補
正
予
算

a

歳
入
歳
出
予
算
補
正
額

２
億
８
千
508
万
２
千
円
追
加

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
額
　

368
億
937
万
６
千
円
）

▼
平
成
19
年
度
品
川
区
老
人
保
健

医
療
特
別
会
計
補
正
予
算

a

歳
入
歳
出
予
算
補
正
額

14
億
２
千
124
万
３
千
円
減
額

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
額

259
億
６
千
595
万
円
）

▼
平
成
19
年
度
品
川
区
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算

a

歳
入
歳
出
予
算
補
正
額

３
億
593
万
５
千
円
追
加

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
額
　

171
億
９
千
78
万
９
千
円
）

▼
平
成
20
年
度
品
川
区
一
般
会
計

予
算

a

歳
入
歳
出
予
算
額

１
千
376
億
１
千
209
万
８
千
円

s

債
務
負
担
行
為
　
　
　
29
件

d

一
時
借
入
金
　

最
高
額
　
　
50
億
円

▼
平
成
20
年
度
品
川
区
国
民
健
康

保
険
事
業
会
計
予
算

a

歳
入
歳
出
予
算
額

358
億
880
万
６
千
円

▼
平
成
20
年
度
品
川
区
老
人
保
健

医
療
特
別
会
計
予
算

a

歳
入
歳
出
予
算
額

26
億
１
千
28
万
１
千
円

▼
平
成
20
年
度
品
川
区
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
予
算

a

歳
入
歳
出
予
算
額

60
億
８
千
91
万
５
千
円

▼
平
成
20
年
度
品
川
区
介
護
保
険

特
別
会
計
予
算

a

歳
入
歳
出
予
算
額

169
億
８
千
673
万
１
千
円

地
方
自
治
法
第
196
条
第
１
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
者
を
監
査

委
員
に
選
任
す
る
こ
と
に
同
意
し

た
。瀧

澤
た
き
ざ
わ

延の
ぶ

浩ひ
ろ

氏

▼
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
を
組
織
す
る
区
市
町
村
の
新

た
な
負
担
金
を
定
め
る
た
め
、
同

広
域
連
合
の
規
約
を
変
更
す
る
。

▼
特
別
区
人
事
・
厚
生
事
務
組
合

の
共
同
処
理
す
る
事
務
の
変
更
お

よ
び
特
別
区
人
事
及
び
厚
生
事
務

組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

特
別
区
人
事
・
厚
生
事
務
組
合

で
共
同
処
理
す
る
事
務
の
う
ち
、

「
路
上
生
活
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

事
業
」
を
廃
止
し
、
「
地
域
生
活

継
続
支
援
事
業
」
を
加
え
る
な
ど
、

「
路
上
生
活
者
対
策
事
業
」
に
関

す
る
事
務
を
変
更
し
、
同
組
合
の

規
約
を
変
更
す
る
。

条
例
（
新
規
）

条
例
（
一
部
改
正
）

契
約

予
算

そ
の
他
の
議
案

監
査
委
員
の
選
任
同
意


